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会　計　別

一般会計及び特別会計の決算状況 （単位：円）

歳　　入 歳　　出 差　　引 実質収支額翌年度へ繰越
すべき財源

9,473,275,445

2,533,209,178

280,328,573

1,585,864,533

288,245,557

544,570,439

236,143,436

14,941,637,161

8,642,275,519

2,426,033,121

275,561,073

1,555,012,113

283,889,128

539,626,878

227,137,200

13,949,535,032

830,999,926

107,176,057

4,767,500

30,852,420

4,356,429

4,943,561

9,006,236

992,102,129

209,284,000

0

0

5,562,000

0

0

0

214,846,000

621,715,926

107,176,057

4,767,500

25,290,420

4,356,429

4,943,561

9,006,236

777,256,129

区　　分

企業会計（水道事業会計）決算状況 （単位：円）

収　　入 支　　出 差　　引 備　　考

174,262,700

15,178,756

131,254,022

88,369,278

43,008,678

△ 73,190,522 不足額は、留保資金などで補てんさ
れました

■
一
般
会
計
＝
町
民
の
皆
さ
ん
の

生
活
に
関
わ
り
の
深
い
防
災
、福

祉
、教
育
な
ど
、幅
広
い
範
囲
の

事
業
を
行
な
う
た
め
の
会
計

■
国
民
健
康
保
険
会
計
＝
社
会

保
険
の
適
用
で
な
い
自
営
業
の

方
な
ど
に
医
療
費
を
給
付
す
る

会
計

■
後
期
高
齢
者
医
療
会
計
＝
高

齢
者
の
医
療
費
を
ま
か
な
う
た

め
の
会
計

■
介
護
保
険
会
計
＝
高
齢
者
へ

の
介
護
サ
ー
ビ
ス・
支
援
サ
ー
ビ

ス
に
か
か
る
経
費
を
ま
か
な
う

た
め
の
会
計

■
農
業
集
落
排
水
・
公
共
下
水

道
事
業
会
計
＝
生
活
環
境
を
向

上
し
、水
環
境
を
き
れ
い
に
す
る

た
め
に
、施
設
を
整
備
し
た
り
、

維
持
管
理
し
た
り
す
る
会
計

■
簡
易
水
道
・
水
道
事
業
会
計

＝
地
域
に
安
全
な
飲
み
水
を
、安

定
し
て
供
給
す
る
た
め
の
会
計

※

決
算
の
状
況
は
次
の
ペ
ー
ジ
に

続
き
ま
す
。

第３回定例町議会（９月議会）で、平成28年度各会計の歳入歳出決算が認定されました。

町の会計は、一般会計と６つの特別会計、１つの企業会計があります。決算のあらましについて、お知らせします。

※特別会計と企業会計は、独自の収入があるため、独立した会計で事業を行うようになっています。
　しかし、農業集落排水事業特別会計など独自の収入だけでは、まかなえない会計に対しては、一般会計から繰り
　入れています。

一 般 会 計

国民健康保険会計

後期高齢者医療会計

介 護 保 険 会 計

農業集落排水会計

公 共 下 水 道 会 計

簡 易 水 道 会 計

合　　　計

収 益 的

資 本 的

平成28年度 決算の状況
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　財政指標は地方公共団体の財政運営が、どのような状況であるかを見るために国が定めた基準
で一般会計決算等を元に算出します。

　経常収支比率については、昨年度より、地方消費税交付金の交付額が減少し、扶助費が増加した
ことなどにより、３．３％増えました。
　町債の残高については、前年度より8億1,387万2千円が減少し、町民一人あたりに換算すると、78
万3千円となりました。
　基金残高については、2億2,689万8千円増加し、町民一人あたりに換算すると、39万7千円となりま
した。

○経常収支比率＝町税や地方交付税など経常的に入ってくる一般財源が、人件費や扶助費、公債費などの経常的経費に充てられた割合
　を表す指標

○実質赤字比率＝標準財政規模に対する、普通会計の実質赤字の割合を表す指標
○連結実質赤字比率＝標準財政規模（※）に対する、町の全ての会計の実質赤字の割合を表す指標
○実質公債費比率＝一般財源を普通会計の公債費、公営企業会計や一部事務組合への繰出金や負担金のうち公債費相当分に充てら
　れた割合を表す指標
○将来負担比率＝標準財政規模に対する、将来一般会計などで負担することが見込まれる金額の割合を表す指標
※標準財政規模＝その年度に入ると推測される一般財源を全国統一のルールで計算した額

財政指標から見た平成２8年度一般会計決算

◆主な財政指標（平成２7年度との比較）

　財政健全化比率（４つの指標）には、早期健全化基準と財政再生基準が設けられています。早期
健全化基準を上回ると財政健全化計画を策定し、自主的に改善に取り組まなければなりません。財政
再生基準を上回ると財政再生団体となり、国や県の関与を受けて財政の再建を行うことになります。
　平成２８年度決算における財政健全化比率はすべて早期健全化基準を下回っており、実質公債
費率、将来負担比率とも平成２７年度より改善しています。

◆財政健全化比率

　公営企業会計の資金不足額（赤字）の割合を示す資金不足比率についても、町の公営企業会計
（農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計、簡易水道事業特別会計、水道事業会
計）は、いずれも資金不足額がありませんので、該当しません。

◆資金不足比率

年　度

項　目 町の比率 早期健全化基準 財政再生基準

27

28

経常収支比率

86.2％

89.5％

町債（町の借金）残高

111億6,184万2千円

103億4,797万円

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

－

－

12.9％

37.1％（45.4％）

14.72％

19.72％

25.0％

350.0％

20.00％

30.00％

35.0％

基金（町の貯金）残高

50億1,649万円

52億4,338万8千円

（　）は平成27年度決算における比率
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※町民１人当たりの額は、歳入・歳出それぞれの総額を平成29年3月31日現在の住民基本台帳人口13,199人で割った数値です。
　歳入・歳出（目的別・性質別）の各区分は統計上、統一的に用いられる方法で分類しています。

町税
14億3,953万5千円

（15.2%）

自主財源
25億8,249万

8千円
（27.3％）

依存財源
68億9,077万7千円

（72.7%）

地方交付税
39億9,823万7千円

（42.2%）

国庫支出金
11億
4,161万
6千円

（12.1%）

県支出金
7億8,201万
1千円

（8.3%）

町債
6億5,694万
9千円

（6.9%）

繰出金
10億5,170万

8千円
（12.2%）

維持補修費
3,086万3千円
（0.3％）

普通建設事業費
12億9,134万6千円

（14.9%）

普通建設事業費
12億9,134万6千円

（14.9%）

災害復旧事業費
2億6,380万7千円

（3.1%）

積立金
2億4,049万6千円

（2.8%）

積立金
2億4,049万6千円

（2.8%）

公債費
15億8,033万

4千円
（18.3%）

公債費
15億8,033万

4千円
（18.3%）

繰越金
7億

7,726万円
（8.2％）

分担金及び負担金
使用料及び手数料

1,250万3千円
1億5,048万5千円

（0.1％）
（1.6％）

繰入金 1,486万円（0.2％）

財産収入
寄附金
諸収入

855万2千円
3,394万2千円

1億4,536万1千円

（0.1％）
（0.4％）
（1.5％）

2億541万3千円
302万3千円

7,052万2千円
1,635万7千円
388万5千円
744万9千円
369万9千円
161万6千円

（2.2％）
（0.0％）
（0.7％）
（0.2％）
（0.0％）
（0.1％）
（0.0％）
（0.0％）

地方消費税交付金
利子割交付金
地方譲与税
自動車取得税交付金
地方特例交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
交通安全対策特別交付金

一般会計歳入総額 94億7,327万5千円

一般会計歳出総額 86億4,227万6千円

性質別 目的別

町民1人当たりにすると717,727円

町民1人当たりにすると654,767円

総務費
9億785万
4千円

（10.5%）

民生費
20億1,973万

7千円
（23.4%）

災害復旧費
2億6.380万
7千円

（3.1%）

災害復旧費
2億6.380万
7千円

（3.1%）

公債費
15億8,033万

4千円
（18.3%）

公債費
15億8,033万

4千円
（18.3%）

衛生費
5億1,038万
9千円

（5.9%）

商工費
1億1,469万
2千円

（1.3%）

土木費
9億3,495万
8千円

（10.8%）

土木費
9億3,495万
8千円

（10.8%）

消防費
5億2,885万
6千円

（6.1%）

消防費
5億2,885万
6千円

（6.1%）

教育費
7億4,413万
1千円

（8.6%）

議会費
6,908万9千円（0.8%）

農林水産業費
9億

6,842万9千円
（11.2%）

農林水産業費
9億

6,842万9千円
（11.2%）

人件費
9億3,777万
1千円

（10.8%）

人件費
9億3,777万
1千円

（10.8%） 扶助費
8億6,037万
4千円

（10.0%）

扶助費
8億6,037万
4千円

（10.0%）

補助費等
10億1,938万

6千円
（11.8％）

物件費
13億6,619万

1千円
（15.8%）

物件費
13億6,619万

1千円
（15.8%）

投資的経費
15億5,515万

3千円
（18.0%）

投資的経費
15億5,515万

3千円
（18.0%）

消費的経費
42億1,458万

5千円
（48.7%）

消費的経費
42億1,458万

5千円
（48.7%）

その他
28億

7,253万8千円
（33.3%）

〔単位：千円〕
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し お た く に み

さ さ き まさる

NEWS

塩田國美さんに感謝状を贈呈

　塩田さんから、「町の福祉の充実の
ために使ってください」と、多額のご寄
附をいただきました。
　10月13日に、ご自宅を訪問し、町から
感謝状を贈呈しました。
　いただいたご寄附は福祉のために、
活用させていただきます。
　ありがとうございました。

みなべ町建設業協同組合へ感謝状を贈呈

　平成29年台風３号及び５号による応急工事にあ
たり、迅速丁寧な対応により、災害復旧事業に貢献
されたことに対し、町からみなべ町建設業協同組合
へ感謝状を贈呈しました。
　町内の建設業を営む27社で構成されているみな
べ町建設業協同組合は、台風時の、倒木の撤去や
土砂崩れ等の災害復旧事業に協力して取り組んで
くれています。

佐々木優さんに感謝状を贈呈

　佐々木さんから、「児童生徒の体力向上のために使ってください」
と、多額のご寄附をいただきました。
　10月13日に、ご自宅を訪問し、町から感謝状を贈呈しました。
　いただいたご寄附は健康教育の充実ために、活用させていただ
きます。
　ありがとうございました。
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運動会、頑張りました！走りでは全力疾走

　二学期に入り、町内の各保育所や幼稚
園、小・中学校では、運動会が開催されまし
た。
　高城小学校では、ダンスや組体操、綱引
きなど多彩な種目があり、子どもたちは練習
の成果を披露しました。中でもリレー競技で
は、チームメイトや保護者の方が大きな声援
を送っていました。

ご長寿おめでとうございます！９５歳以上の皆さんを訪問

　町では、毎年、95歳以上の皆さんのご自
宅などを訪問し、記念品を手渡し、長寿をお
祝いしています。
　今年の対象は、大正12年４月１日以前に
生まれた方で、全員で86人です。また、その
うち100歳以上の方は10人です。
　益々のご長寿を祈念します。

岩代小学校の「防災学習」に高屋小学校  荒明 聖校長先生

　宮城県亘理町立高屋小学校の荒明聖校長先生が岩代
小学校を訪問し、東日本大震災後から梅干し等を送って支
援を続けてくれたお礼として「防災学習」をしてくれました。
　講話では、震災から11日目にやっと自衛隊が用意してく
れたお風呂に入れたこと、震災当時に児童の遺体の確認
に行っても涙も出なかった（毎日つらいことが多すぎて、感
情がおかしくなった）ことや、今のあたりまえの生活をあたり
まえと思わず、ありがたいと思って生活してほしいなど、いろ
いろな話をしてくれました。

▲新庄　森 ハマ子さん ▲晩稲　中本 功さん

▲リレー ▲綱引き

あ ら あ け  きよし
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の

町の花 う め

町の木 う ば め が し

町の鳥 う ぐ い す

町の魚 い しわ

生
活
環
境
課（
℡
７2
ー
３
６
０
５
）か
ら

生
活
環
境
課（
℡
７2
ー
３
６
０
５
）か
ら

　
家
庭
の
粗
大
ご
み(

処
理
困
難
物)

の
拠
点
回
収
を

実
施
し
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
テ
レ
ビ・冷
蔵
庫・洗
濯
機・エ
ア
コ
ン
な
ど
の
家
電

リ
サ
イ
ク
ル
対
象
製
品
も
引
き
取
り
ま
す
。

　
小
雨
決
行
で
す
が
、大
雨
な
ど
荒
天
に
よ
り
中
止

す
る
場
合
は
、町
内
放
送
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
11
月
24
日（
金
）午
後
５
時
か
ら
27
日（
月
）午
前

９
時
ま
で
、町
内
各
地
で
、天
ぷ
ら
油
な
ど
の
家
庭
用

廃
食
油
回
収
を
行
い
ま
す
。

　
回
収
場
所
に
容
器（
ポ
リ
タ
ン
ク
18
ℓ
）を
配
置
し

て
い
ま
す
の
で
、ご
自
身
で
移
し
替
え
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
回
収
し
た
廃
食
油
は
、環
境
に
や
さ
し
い
バ
イ
オ

デ
ィ
ー
ゼ
ル
燃
料
に
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
、再
び
使
用
さ

れ
ま
す
。今
回
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

家
庭
粗
大
ご
み
と
廃
食
油
回
収
に
つ
い
て

は
、こ
の
広
報
と
一
緒
に
お
届
け
し
た
チ
ラ
シ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
実
施
日
　
11
月
14
日（
火
）

　
時
　
間
　
午
前
11
時
頃

　
町
で
は
、地
震
や
津
波・武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、国
か
ら
の
緊
急
情
報
を
町
の
防
災
行
政

無
線
を
使
っ
て
、確
実
に
伝
え
る
た
め
の
、緊
急
情
報

伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

　
訓
練
で
は
、町
内
に
設
置
し
て
あ
る
防
災
行
政
無

線
の
屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー
、戸
別
受
信
機
、防
災
ラ
ジ
オ

か
ら
、一斉
に
次
の
内
容
を
放
送
し
ま
す
。

【
放
送
内
容
】

●
放
送
開
始
の
チ
ャ
イ
ム

●「
こ
れ
は
、Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
試
験
放
送
で

す
」を
３
回
放
送
し
、「
こ
ち
ら
は
防
災
み
な

べ
町
で
す
」を
１
回
放
送

●
放
送
終
了
の
チ
ャ
イ
ム

　
こ
の
訓
練
は
、全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（※

Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）を
用
い
た
訓
練
で
、み
な
べ
町
以
外
の
地
域

で
も
様
々
な
手
段
を
使
って
情
報
伝
達
訓
練
が
行
わ

れ
る
予
定
で
す
。

　
な
お
訓
練
実
施
に
伴
い
、こ
の
日
は
午
前
11
時
の

チ
ャ
イ
ム
が
鳴
り
ま
せ
ん
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、地
震・津
波
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
緊
急
情
報
を
、国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を
通

じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

家
庭
粗
大
ご
み
の
拠
点
回
収

　
11
月
13
日
、15
日
、19
日
に
実
施

総
務
課（
℡
７2
ー
２
０
５
１
）か
ら

総
務
課（
℡
７2
ー
２
０
５
１
）か
ら

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
使
っ
た
全
国一斉
の

　
　
情
報
伝
達
訓
練
を
実
施

廃
食
油
回
収

　
11
月
24
日
〜
27
日
に
実
施
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住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

住
民
福
祉
課（
℡
７2
ー
２
１
６
１
）か
ら

難
聴
児
へ
の
補
聴
器
購
入
費
助
成

〜
年
末
調
整・確
定
申
告
ま
で
大
切
に
保
管
を
〜

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、所
得
税
及
び
住
民
税
の
申
告

に
お
い
て
、全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
。そ
の
年
の
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納

付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
す
。

　
こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、納
付

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

毎
年
11
月
上
旬
に
送
付

　
平
成
29
年
１
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
つい
て
は
、「
社

会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」が
本

年
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
本
部
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
。

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
、必
ず
こ
の
証
明

書（
ま
た
は
領
収
証
書
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
場
合

　
ま
た
、10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
今
年

初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て

は
、翌
年
の
２
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た

場
合
も
、ご
本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
、ね
ん
き
ん
加
入
者
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

℡
０
５
７
０
|
０
０
３
|
０
０
４（
平
成
30
年
３
月
15
日

ま
で
）へ
。

　
Ｉ
Ｐ
電
話
等
の
方
は
℡
０
３
|
６
６
３
０
|
２
５
２
５

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
を
確
認

し
、未
来
の
生
活
設
計
に
つい
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
、い
つ

で
も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、将

来
の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ
い
て
、ご
自
身
の
年
金

記
録
を
基
に
様
々
な
パ
タ
ー
ン
の
試
算
を
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」に
つい
て
は
、日
本
年
金
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、田
辺
年
金

事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
平
成
30
年
４
月
採
用
の
み
な
べ
町
立
保
育
所
臨
時

保
育
士
を
募
集
し
ま
す（※

社
保
な
ど
各
種
保
険
制

度
が
あ
り
ま
す
）。

●
募
集
人
員
　
５
名

●
応
募
資
格

　
保
育
士
資
格
取
得
者（
平
成
30
年
３
月
末
ま
で
に

資
格
取
得
見
込
者
も
可
）

●
募
集
期
間

　
11
月
１
日（
水
）〜
11
月
30
日（
木
）午
後
５
時
ま
で

（
土・日・祝
日
を
除
く
）

●
提
出
書
類

　
履
歴
書（
市
販
品
）

　
資
格
証
の
写
し

●
提
出
先

　
住
民
福
祉
課（
み
な
べ
町
芝
７
４
２
番
地
）　

　
応
募
は
、郵
送
で
も
可
。た
だ
し
、11
月
30
日（
木
）ま

で
必
着
の
こ
と
。

●
面
接
　
12
月
中
旬

※

面
接
試
験
に
よ
り
採
用
を
決
定
し
ま
す
。

　
募
集
内
容
や
勤
務
条
件
に
つ
い
て
は
、住
民
福
祉
課

（
℡
72―

２
１
６
１
）ヘ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
難

聴
児
を
対
象
に
、言
語
の
習
得
、教
育
等
に
お
け
る

健
全
な
発
達
を
支
援
す
る
た
め
、補
聴
器
の
購
入
に

要
す
る
費
用
の一部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者
は
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
で
す

●
み
な
べ
町
内
に
住
所
を
有
す
る
18
歳
未
満
の
者

●
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
原
則
と
し
て
30
㏈
以
上
70

㏈
未
満
で
、身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら

な
い
者

●
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
医
師
が
、補
聴
器
の

装
用
に
よ
り
言
語
の
習
得
等
一
定
の
効
果
が
期
待
で

き
る
と
判
断
す
る
者

※

た
だ
し
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
助
成
額
や
申
請
方
法
な
ど
く
わ
し
く
は
住
民
福

祉
課（
℡
72―

２
１
６
１
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

　
　
　
　
控
除
証
明
書
」が
発
行
さ
れ
ま
す

11（
い
い
）月
30（
み
ら
い
）日
は

　
　
　「
年
金
の
日
」で
す
！

町
臨
時
保
育
士
を
募
集
し
ま
す



③交付請求①事前の登録申請

⑤登録者へ通知 ④住民票等交付

②登録

住民票
写し等
請求者
本人の代理
第 三 者 等

本　 人
( 登 録 者 ）

役　場

不正請求
の抑止

代理請求については、確実に不正発覚につながるなど不正請求の抑止に大きな効果

登録者数が増えれば、より大きな効果が見込める！！

効果

平
成
３０
年
度
学
童
保
育
所

　
　
　
　
　
　
　
入
所
の
ご
案
内

11
月
は「
み
な
べ
学
び
月
間・学
校
開
放
月
間
」

11
月
11
日
は「
み
な
べ
学
び
の
日
」で
す
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教
育
学
習
課（
℡
７4
ー
３
１
３
４
）か
ら

教
育
学
習
課（
℡
７4
ー
３
１
３
４
）か
ら

　
住
民
票
や
戸
籍
な
ど
の
不
正
請
求
を
防
止
す
る
た

め
、本
人
通
知
制
度
へ
の
積
極
的
な
登
録
を
お
願
い
し

ま
す
。

事
前
登
録
に
よ
る
本
人
通
知
制
度
と
は

　
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
等
を
本
人
の
代
理
人
や
第

三
者
に
交
付
し
た
場
合
、事
前
に
登
録
し
て
い
る
方
に

対
し
て
、そ
の
事
実
を
本
人
に
通
知
す
る
制
度
で
す
。

　
ぜ
ひ
、本
人
通
知
制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

 

く
わ
し
く
は
、住
民
福
祉
課
住
民
係（
℡
72―

２
１
６

１
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
町
内
各
学
童
保
育
所
の
平
成
30
年
度
入
所
申
し

込
み
を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

　
お
仕
事
等
で
放
課
後
お
子
さ
ん
を
見
ら
れ
な
い
ご

家
庭
が
対
象
で
す
。入
所
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。保
護
者
の
就
労
状
況
等
を
審

査
し
、入
所
を
決
定
し
ま
す
。

学
童
保
育
所
名・定
員

●
南
部
学
童
保
育
所
第
一〜
第
三（
北
道
）

　
南
部
小
学
校
内

　
　
定
員
　
各
50
人

●
上
南
部
学
童
保
育
所（
谷
口
）

　
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
隣

　
　
定
員
　
50
人

※

南
部
学
童
保
育
所
の
ク
ラ
ス
分
け
に
つい
て
は
、申

込
み
状
況
を
見
て
、学
年
ご
と
に
振
り
分
け
る
予
定

で
す
。

申
込
受
付
期
間

　
11
月
６
日（
月
）〜
12
月
１
日（
金
）

提
出
書
類

●
入
所
申
込
書

●
就
労
証
明
書
等

※

入
所
申
込
書
や
案
内
書
な
ど
は
、教
育
学
習
課
に

あ
り
ま
す
。く
わ
し
く
は
、案
内
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
込
書
提
出
先・問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
学
習
課
　（
℡
74
|
３
１
３
４
）

　
み
な
べ
町
は
、11
月
の
１
か
月
間
を「
み
な
べ
学
び

月
間
」、11
月
11
日
を「
み
な
べ
学
び
の
日
」と
し
て
制

定
し
て
い
ま
す
。

　「
学
び
」は
、「
学
習
」よ
り
も
、自
分
か
ら
主
体
的

に
か
つ
人
間
的
に
何
か
を
新
し
く
身
に
つ
け
よ
う
と

す
る
営
み
と
い
う
意
味
合
い
が
濃
い
そ
う
で
す
。

　
町
教
育
委
員
会
は
、学
び
月
間
、学
び
の
日
を
、学

校
教
育
だ
け
に
限
ら
ず
、地
域
や
家
庭
で
、「
学
ぶ
」

と
い
う
意
義
を
深
め
る
機
会
に
し
て
も
ら
い
た
い
、そ

し
て
、「
親
の
背
を
見
て
子
は
育
つ
」、ま
ず
大
人
が
学

ぶ
姿
勢
を
示
す
こ
と
で
、子
ど
も
た
ち
に
も
い
い
影

響
が
広
が
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
11
月
を
学
び
月
間
と
し
た
の
は
、文
化
展
や
芸
能

ま
つ
り
、町
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、ま
た
学
校
開
放
な
ど

最
も
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
月
だ
か
ら
で

す
。

　
先
月
の
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
と
お
り
、今

年
も
い
ろ
ん
な
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。ど
う
ぞ
、お

誘
い
合
わ
せ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

学
校
へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い

　
各
小
中
学
校
が
、11
月
中
に
授
業
を
公
開
し
ま

す
。ま
た
、そ
れ
ぞ
れ
行
事
の
開
催
も
予
定
し
て
い

ま
す
の
で
、近
く
の
学
校
へ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

本
人
通
知
制
度
へ
の
登
録
に
つ
い
て
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税
務
課（
℡
７2
ー
２
１
６
２
）か
ら

税
務
課（
℡
７2
ー
２
１
６
２
）か
ら

　
各
校
の
行
事
は「
く
ら
し
の
情
報
カ
レ
ン
ダ
ー
」で
お

確
か
め
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、来
校
の
折
は
、恐
れ
入
り
ま
す
が
、ま
ず
職
員

室
へ
声
か
け
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

〜
考
え
よ
う
　
相
手
の
気
持
ち

　
未
来
へ
つ
な
げ
よ
う
　
違
い
を
認
め
合
う
心
〜

　
12
月
10
日
は「
人
権
デ
ー
」で
す
。１
９
４
８
年
の
こ

の
日「
世
界
人
権
宣
言
」が
国
連
で
採
択
さ
れ
、今
年
で

69
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　
人
権
と
は
、誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
持
っ
て
い

る「
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め
」に
侵
す
こ

と
の
で
き
な
い
権
利
で
す
。

　
一人
ひ
と
り
が
人
権
の
主
体
と
し
て
、自
ら
の
人
権
や

他
者
の
人
権
を
尊
重
し
、さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
人
権
問

題
を
自
分
の
課
題
と
し
て
捉
え
、そ
の
解
決
に
取
り
組

ん
で
い
く
た
め
、「
人
権
」に
つ
い
て
改
め
て
考
え
る
機
会

と
し
、す
べ
て
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
豊
か
な
社

会
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

　　
相
談
日
は
、い
ず
れ
も
月
〜
金
曜
日（
12
月
29
日
〜

１
月
３
日・祝
日
を
除
く
）で
す
。

●
法
務
省

　
全
国
共
通
人
権
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
５
７
０
|
０
０
３
|
１
１
０

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
　

　
０
１
２
０
|
０
０
７
|
１
１
０

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
０
５
７
０
|
０
７
０
|
８
１
０

相
談
時
間
　

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
ま
で

●（
公
財
）和
歌
山
県
人
権
啓
発
セ
ン
タ
ー

　
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
０
７
３
|
４
２
１
|
７
８
３
０

相
談
時
間
　

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
ま
で

　実
施
期
間
　
11
月
13
日（
月
）〜
19
日（
日
）

実
施
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時
ま
で

　
　
　
　
　
た
だ
し
、土・日
曜
日
に
つい
て
は
、午
前
10

　
　
　
　
　
時
〜
午
後
５
時
ま
で

電
話
番
号
　
０
５
７
０
|
０
７
０
|
８
１
０

　
　
　
　
　（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

相
談
内
容
　
夫
・パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や
ス
ト
ー

　
　
　
　
　
カ
ー
、セ
ク
ハ
ラ
な
ど
の
女
性
を
め
ぐ
る
人

　
　
　
　
　
権
の
何
で
も
相
談
。

　
相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。法
務
局

職
員
ま
た
は
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
の

で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
住
宅
、店
舗
、倉
庫
、工
場
、作
業
所
な
ど
の
家
屋
に

対
す
る
固
定
資
産
税
は
、毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、家
屋
を
取
り
壊
し
て
も
、役
場
税
務
課
へ

「
届
け
出
」を
済
ま
せ
て
い
な
い
と
、そ
の
ま
ま
現
存
す

る
と
み
な
さ
れ
、課
税
対
象
に
な
って
し
ま
い
ま
す
。

　「
以
前
、家
屋
を
壊
し
た
け

れ
ど
、ま
だ
届
け
を
出
し
て
い

な
い
」と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま

し
た
ら
、平
成
29
年
12
月
27
日

（
水
）ま
で
に
、税
務
課
へ
届
け

出
て
く
だ
さ
い
。

　
　

　
毎
年
、軽
自
動
車
税
を
納
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
送

付
し
て
い
る
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
は
、納
税
後
、

過
去
の
軽
自
動
車
税
に
未
納
が
な
け
れ
ば
、右
端
は
車

検
用
の
納
税
証
明
書
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

　
役
場
で
は
、納
税
証
明
書
を
紛
失
さ
れ
た
方
等
に
再

交
付
し
て
い
ま
す
が
、車
検
の
あ
る
年
な
ど
は
、納
税
証

明
書
を
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
税
務
課
へ「
届
出
」を
お
忘
れ
な
く
！

12
月
４
日
〜
10
日
は「
第
69
回
人
権
週
間
」

　
　
み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀

全
国一斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

強
化
週
間
を
実
施
！

車
検
の
際
は
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
の

納
税
証
明
書
の
ご
使
用
を

人
権
常
設
相
談
所

11
月
12
日（
日
）〜
25
日（
土
）は

「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」



11
月・12
月
は

　
　「
合
同
滞
納
整
理
強
化
月
間
」

和
歌
山
市
町
村
合
同
公
売
会
の

お
知
ら
せ
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御
坊
税
務
署
か
ら

御
坊
税
務
署
か
ら

地
方
税
の
申
告
は

eLTA
X

（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）で
！

地
方
税
電
子
化
協
議
会
か
ら

地
方
税
電
子
化
協
議
会
か
ら

　
町
税
は
、ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で

す
。町
で
は
、納
期
内
に
納
付
さ
れ
た
方
と
の
公
平

を
保
ち
、滞
納
の
解
消
を
図
る
た
め
に
、県・和
歌
山

地
方
税
回
収
機
構
と
合
同
で
、11
月・12
月
を
合
同

滞
納
整
理
強
化
月
間
と
し
て
、税
収
の
確
保
に
取
り

組
み
ま
す
。

　
税
金
を
滞
納
す
る
と
本
来
納
め
る
べ
き
税
金
の

他
に
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
滞
納
し
た
ま
ま
放
置
す
る
と
、法
律
に
基

づ
き
滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
り
な
く
、給
与
や
不
動

産
な
ど
、財
産
の
差
押
え
や
公
売
な
ど
の
滞
納
処
分

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、納
期
内
に
納
税

し
て
く
だ
さ
い
。

時
間
外
の
納
税
相
談

　
昼
間
、仕
事
の
都
合
等
で
役
場
に
来
ら
れ
な
い
方

は
、事
前
に
税
務
課
ま
で
電
話
連
絡
を
く
だ
さ
い
。

夜
間
で
も
職
員
が
納
税
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

　　
税
金
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え
た
家
電・雑
貨
な

ど
を
公
売
し
ま
す
。

◆
日
　
時

　
11
月
18
日（
土
）　
午
前
11
時
開
場

◆
場
　
所

　
岩
出
市
立
市
民
総
合
体
育
館
１
階
ア
リ
ー
ナ

（
岩
出
市
荊
本
63
|
２
）

◆
公
売
会
参
加
に
必
要
な
も
の

①
購
入
代
金

②
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
等
）

③
印
鑑

④
委
任
状（
代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
）

⑤
同
意
書（
入
札
者
が
未
成
年
の
場
合
）

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、和
歌
山
地
方
税
回
収
機

構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　

　
和
歌
山
地
方
税
回
収
機
構

　（
℡
０
７
３
|
４
２
２
|
３
６
３
０
）

　　
　

税
理
士
に
よ
る
無
料
相
談
所
の
開
催

◆
日
　
時

　
11
月
15
日（
水
）　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

◆
場
　
所
　

　
オ
ー
ク
ワ
ロマ
ン
シ
テ
ィ
１
階 

Ｅ
Ｖ
ホ
ー
ル
前（
御
坊
市
）

消
費
税
　
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
の
開
催（
２
カ
所
）

◆
日
時・場
所

　
11
月
16
日（
木
）　
午
前
11
時
〜
午
後
０
時

　
御
坊
市
民
文
化
会
館（
御
坊
市
）

◆
日
時・場
所

　
11
月
22
日（
水
）　
午
前
11
時
〜
午
後
０
時

　
Ｊ
Ａ
紀
州
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
み
な
べ（
気
佐
藤
）

年
末
調
整
説
明
会
の
開
催（
２
カ
所
）

◆
日
時・場
所

　
11
月
16
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

　
御
坊
市
民
文
化
会
館（
御
坊
市
）

◆
日
時・場
所

　
11
月
22
日（
水
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分

　
Ｊ
Ａ
紀
州
ア
グ
リ
セ
ン
タ
ー
み
な
べ（
気
佐
藤
）

　
税
に
関
す
る
情
報
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（w
w
w
.nta.go.jp

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
お
問
合
わ
せ
は
、御
坊
税
務
署（
℡
０
７
３
８
|

22
|
０
６
９
５
）へ
。

　　　eLT
A
X

は
、地
方
税
に
お
け
る
手
続
き
を
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
電
子
的
に
行
う
シ
ス
テ
ム

で
す
。

　
国
と
地
方
に
そ
れ
ぞ
れ
提
出
す
る
義
務
の
あ
る

源
泉
徴
収
票
・
給
与
支
払
報
告
書
を
一
括
し
て
、

eLT
A
X

で一元
的
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
税
を
考
え
る
週
間
」

今
年
の
テ
ー
マ
は「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」で
す
。

11
月
11
日（
土
）〜
17
日（
金
）は

      

産
業
課（
℡
７2
ー
１
３
３
７
）か
ら

産
業
課（
℡
７2
ー
１
３
３
７
）か
ら

森
林
の
立
木
伐
採
に
は
届
け
出
を

林
業
退
職
金
共
済
制
度（
林
退
共
）の

退
職
金
請
求
に
つ
い
て
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こ
れ
に
よ
り
、Ｐ
Ｃ
ｄｅｓ
ｋ
で
給
与
支
払
報
告
書
と

源
泉
徴
収
票
の
統
一
様
式
に
１
回
入
力
い
た
だ
く
だ
け

で
、給
与
支
払
報
告
書
と
源
泉
徴
収
票
の
そ
れ
ぞ
れ
の

デ
ー
タ
が
作
成
さ
れ
、給
与
支
払
報
告
書
の
デ
ー
タ
が

市
区
町
村
に
、源
泉
徴
収
票
の
デ
ー
タ
が
国
税
庁
に
、提

出
で
き
ま
す
。

eLTA
X

に
関
す
る
く
わ
し
い
情
報
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

・ http://w
w
w
.eltax.jp/

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
へ
の
お
問
合
わ
せ

・ 

０
５
７
０
|
０
８
１
４
５
９

eLTA
X

を
ご
利
用
で
き
る
時
間

・ 

午
前
８
時
30
分
〜
午
前
０
時
ま
で（
土
日
祝
、年
末
年

始
12
月
29
日
〜
１
月
３
日
は
除
く
）

　　　
森
林
の
立
木
を
伐
採
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、森
林

法
に
基
づ
く
伐
採
の
届
出
な
ど
が
必
要
で
す
。無
届

け
、無
許
可
に
よ
る
伐
採
を
し
た
場
合
、罰
金
に
処
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、１
ha（
１
０
０
０
０
㎡
）を
超
え
る
森
林
の
開

発
行
為
を
行
う
場
合
は
、県
へ
の
許
可
申
請（
林
地
開

発
許
可
申
請
）が
必
要
で
す
。

【
森
林
法
に
基
づ
く
森
林
の
区
域
】

　
和
歌
山
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
和
歌
山
県
地
理
情
報

シ
ス
テ
ム
　http://w

w
w
2.w
agm
ap.jp/w

akaya
m
aken/portal

）で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
以
前
、林
業
の
仕
事
に
従
事
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、そ

の
当
時
、林
退
共
制
度
に
加
入
し
て
い
た
、も
し
く
は
加

入
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
方
で
、退
職
金
請
求
手
続

き
を
し
た
お
心
当
た
り
の
な
い
方
は
、退
職
金
を
ま
だ

受
け
取
って
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
林
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
当
時
の
加
入
の
有
無
に
つ

い
て
も
当
方
で
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
最

寄
の
支
部
ま
た
は
本
部
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
問
い
合
せ
先

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
林
業
退
職

金
共
済
事
業
本
部

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
１
|
24
|
１
　

ニッ
セ
イ
池
袋
ビ
ル

℡
　
03
|
６
７
３
１
|
２
８
８
７

　
　
03
|
６
７
３
１
|
２
８
９
０

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

で
も
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
運
動
は
、火
災
が
発
生

し
や
す
い
時
季
を
む
か
え
る
に

あ
た
り
、火
災
予
防
思
想
の一

層
の
普
及
を
図
り
、も
っ
て
火

災
の
発
生
を
防
止
し
、高
齢
者

を
中
心
と
す
る
死
者
の
発
生

を
減
少
さ
せ
る
と
と
も
に
、財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

３
つ
の
習
慣

　
●
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
や
め
る
。

　
●
ス
ト
ー
ブ
は
、燃
え
や
す
い
も
の
か
ら
離
れ
た
位
置

　
　
で
使
用
す
る
。

　
●
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と
き
は
、必
ず

　
　
火
を
消
す
。

４
つ
の
対
策

　
◆
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住
宅
用
火
災
警
報
器

　
　
を
設
置
す
る
。

　
◆
寝
具
、衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火
災
を
防
ぐ

　
　
た
め
に
、防
炎
品
を
使
用
す
る
。

　
◆
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、住
宅
用
消

　
　
火
器
等
を
設
置
す
る
。

　
◆
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た
め

　
　
に
、隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

11
月
９
日（
木
）〜
15
日（
水
）は

         

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

『
火
の
用
心
　
こ
と
ば
を
形
に
　
習
慣
に
』

・
手
続
き
は
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
か
ら

・
複
数
の
地
方
公
共
団
体
へ
ま
と
め
て一度
に
送
信

・eLT
A
X

の
サ
ー
ビ
ス
は
無
料

Fax

住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る
　
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

〜
３
つ
の
習
慣・４
つ
の
対
策
〜



広報みなべ　2017.11

14

広報みなべ　2017.11

15



広報みなべ　2017.11

17



毎週土曜日、田辺広域休日
急患診療所（TEL26-4909）
が土曜日夜間・小児救急
診療を行っています。
（18:00～21:30）

子ども救急
相談ダイヤル
＊毎日、夜７時～11時＊

※ダイヤル回線・ＩＰ電話などの方は

携帯電話　プッシュ回線

０７３－４３１－８０００

♯８０００♯８０００

木 曜 日 金 曜 日 土 曜 日 日 曜 日
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9 11
■高城保、おひさま広場(外で自由
遊び、10：00～)、年長児、ゆめよみ
館見学
■南部幼年中・年長児、園外保育
■愛之園保、おひさま広場（お外で
遊ぼう、9：45～）
■清川小5・6年、通学合宿（～10日）
■岩代小高学年、社会見学
■県こうのとり相談（田辺保健所）
（15：30～）

■清川保、おひさま広場（自由遊
び、10：00～11：00）
■人権・行政相談（13：30～・ふれ
愛センター）
■県による巡回職業相談（13：00
～・南部公民館）

■高城保、親子遠足
　（アドベンチャーワールド）
■南部幼、吹奏楽演奏会・廃品回収
■ひかり保、有間皇子祭り
■岩代小、環境整備、廃品回収
■田辺年金事務所・年金相談窓口
開設（9：30～16：00）

1210 みなべ学びの日 堺・日吉神社秋祭り

2 4
■清川保・高城保、園外保育
■愛之園保、電車に乗ってミニミ
ニ旅行
■消費生活巡回相談窓口
（13：00、役場１階会議室）

■芸能まつり（ふれ愛センター）
■清川区民運動会
■高城文化展・菊花展（～４日）
■清川文化展（～５日）

■白梅幼、園開放日 ■南部小・岩代小・南部中、防災訓練

53

16 18
■上南部こども園年長児、絵本の
読み聞かせ
■南部保、消防訓練
■南部幼、クッキング
■高城小、避難訓練・防犯教室
■南部小6年、社会見学
■岩代小5・6年、梅学習
■高城中・上南部中、校内マラソン
大会
■消費生活巡回相談窓口
（13：00、役場１階会議室）

■上南部こども園、避難訓練
■岩代小、梅学習
■南部中3Ｂ、思春期体験学習
■４・10か月児健診（12：45～・
ふれ愛センター）

■白梅幼、園開放日
■献血（9：30～12：00、13：00
～14：00南部高校学友会館前）

■家庭粗大ごみ拠点回収（9：00～
11：00・13:00～14：30役場駐
車場）
■第11回町民スポーツ大会（晩稲
グラウンド他）

1917

23 25
■町内中学校、郡駅伝大会 ■清川保、避難訓練

■上南部小、避難訓練
■上南部中、遠足
■南部中、校内マラソン大会
■廃食油回収（24日17：00～27
日9：00まで、町内各地）

■高城保・上南部こども園、発表会 ■清川小・高城小、学習発表会
■第11回町民スポーツ大会（清川
球場他）

2624勤労感謝の日

30
■岩代小、校内マラソン大会
■マタニティ＆ベビーサロン
（13：30～　ふれ愛センター）
各納期
固定資産税（3期）/町県民税・国民健康
保険税・介護保険料・後期高齢者医療
保険料（各普通徴収5期）公共下水道受
益者負担金（3期）/水道料金・公共下水
道使用料（9・10月分）/農業集落排水
使用料（9・10月分）の各窓口納付

文化の日




